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子ども手当に関するお知らせ
１．認定請求の手続きが必要な方へのお知らせ
　本年4月から子ども手当制度が始まりました。
　子ども手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援するため、中学校修了までの子ど
も1人につき、月額１万３千円を親等に支給する制度です。
　平成22年4月1日時点で子ども手当の資格のある方(中学２年、中学3年の子どもがいる場合)で、まだ市役所
へ子ども手当の申請手続きをしていない方は至急、申請をしてください。9月30日（木）までに申請しなけれ
ば4月にさかのぼって子ども手当が受給できなくなりますのでご注意ください。
　なお、公務員の方は所属庁での手続きとなりますので勤務先にご確認ください。

　手続きに必要なもの
　　◎請求者名義の通帳
　　　主たる生計者である父または母が請求者となります。
　　◎印鑑
　　◎厚生年金・共済組合加入者は、請求者の健康保険証の写し
　　（注）子どもが市外へ別居している場合は、子どもの世帯の住民票謄本
　　　　　が必要になります。

２．子ども手当現況届について
　市役所から《子ども手当現況届の通知書及び現況届》が送付された方でまだ現況届を提出していない方は、
至急提出してください。現況届の提出がないと資格審査（年度更新）ができず、手当支給が一時差し止められ
ます。
【問い合わせ先】福祉課　電話42-2111（内線239）

老齢基礎年金の繰り上げ請求
　老齢基礎年の受給開始年齢は65歳からですが、希望すれば60歳からでも繰り上げて受け取ることができま
す。いったん繰り上げ請求すると、年金額が減額され、その減額率は一生変わりません。
　昭和16年4月1日以降に生まれた人の繰り上げ請求した場合の減額率
　※　誕生月に繰り上げ請求した場合の減額率は次のとおりです。
請求時の年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳
減　額　率 30％ 24％ 18％ 12％ 6％

　請求した月の翌月分から支給されます。　　
【注意事項】
・繰り上げ請求した後に、障害になったり、障害の程度が重くなっても
　障害基礎年金は受けられません。
・繰り上げ請求すると、寡婦年金は受けられません。
・繰り上げ請求すると、任意加入はできなくなります。
・繰り上げ請求は取り消すことはできません。
これらを踏まえ、老齢基礎年金の繰り上げ請求は慎重にお考えください。
【問い合わせ先】市民課　　電話42-2111（内線261・267）
　　　　　　　　稲垣支所　電話46-2111　　車力支所　電話56-2111

市税等は納期内に納めましょう
は「市・県民税」「国民健康保険税」「後期高齢者医療保険料」「介護保険料」各第２期
「住宅使用料」「公共下水道使用料金」「農業集落排水施設使用料金」の納期限となっています。

　市役所収納課では、市税等の納め忘れを防ぐため、納期限までに納付されない納税者に対し、納期限の翌月に「督
促状」を発行しています。納期限を過ぎてから納付しますと納期（期別）ごとに督促手数料や延滞金が徴収されます
ので、納め忘れには十分注意してください。（詳しくはお手元の納税通知書等の裏面をご覧ください）
　収納課では、市税等の「納付相談」を収納課窓口で随時行っております。
　まだ軽自動車税を納めていない方は早めに納めましょう。

◆納付は便利な口座振替で◆
　市税等の口座振替を利用される方は、納税通知書等・預金通帳・通帳の届出印を持参のうえ、市内の銀行・農協・
ゆうちょ銀行等の金融機関で申し込み手続きをしてください。
【問い合わせ先】収納課　電話42-2111（内線221）

8月
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国民健康保険課からのお知らせ
　後期高齢者医療や勤務先の健康保険などの加入者なのに、自分名義で国民健康保険税の納付書が送られてきた！
…という方は、国民健康保険の擬制世帯主の場合があります。

○擬
ぎせい

制世帯主とは
　世帯主が国民健康保険に加入者していなくても、世帯のなかに国民健康保険に加入している方がいる場合、国民健康
保険の世帯主になります。このような国民健康保険加入者でない世帯主のことを擬制世帯主といいます。

○世帯主の義務
　国民健康保険税の納付義務や各種届け出義務は世帯主の方となっています。
　擬制世帯主の場合も同様に、保険証の世帯主欄には擬制世帯主の名前が記載され、納付義務や各種届け出義務があり
ます。ただし、擬制世帯主本人分の保険税は算定されていません。　

　届け出により、住民基本台帳の世帯主はそのままで、実際の国民健康保険加入者を国民健康保険の世帯主に変更
することができます。

○擬制世帯主の変更
　変更後の世帯主がその世帯の家計上の主たる責任者であり、引き続き保険税の納付や各種届け出の義務を負うことが
できる場合、同じ世帯内の国民健康保険の加入者を国民健康保険の世帯主に変更することができます。
○変更のためのその他の要件
　・擬制世帯主の同意があること
　・国民健康保険税の滞納がないこと
　・国民健康保険事業の運営上支障がないこと

＜ご注意＞ 
　世帯主が後期高齢者であることなどを理由に保険税が軽減されている場合があります。世帯主を変更することでその
軽減が適用されなくなり、正規の税額に戻ることで税額が高くなる場合がありますので事前にご相談ください。

【問い合わせ先】国民健康保険課　電話42-2111（内線271）

後期高齢者医療からのお知らせ
　臓器移植に関する法律が改正され、保険証に「臓器提供に関する意思表示欄」が設けられることになりまし
た。
　青森県後期高齢者医療広域連合におきましては、当分の間は、臓器提供意思表示シールに「臓器提供に関す
る意思表示（提供する・提供しない）」を記入していただき、保険証の裏面に貼り付ける方法により意思表示
していただくことになります。
　８月以降に後期高齢者医療制度の被保険者となる方には、保険証の交付の際に臓器提供意思表示シール付
リーフレットを同封して郵送します。
　すでに後期高齢者医療制度の被保険者で保険証をお持ちの方には、希望する方に対し、８月から後期高齢者
医療担当窓口にて、臓器提供意思表示シール付リーフレットを配布します。

【臓器移植に関するご質問・問い合わせ先】
　　㈳日本臓器移植ネットワーク　　電話　　0120-78-1069
【保険証・臓器提供意思表示シール等についての問い合わせ先】
　　国民健康保険課　　　　　　　　電話42-2111（内線274）
　　県後期高齢者医療広域連合　　　電話017-721-3821
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　　 公開“科学の実験教室”
　Mr.マサックこと工藤貴正先生を講師に招き、公開科学実験教室を開催します。一般
市民の方から子どもまで入場できますので、たくさんのご来場をお待ちしております。

　日時　８月24日(火）午前11時　　場所　穂波小学校体育館（つがる市木造菊川）
　※申し込み不要。一般市民の方は内履きを持参してください。
【問い合わせ先】つがる市教育委員会　生涯学習課　電話49-1200

第６回つがる地球村一周マラソン大会
目　　的　　参加者の健康増進や友好・親善に努めるとともに、活気ある地域づくりに貢献する
日　　時　　10月10日（日）　午前９時スタート
会　　場　　つがる地球村（お祭り広場スタート・ゴール）
参 加 料　　・小学生（４～６年生）、中学生、高校生１人　　1,000円（保険料含む）
　　　　　　・ファミリー　　　　　　　　　　　　 １家族　1,000円（保険料含む）
　　　　　　・一般　　　　　　　　　　　　　　　 １人　　2,000円（保険料含む）
距離区分　　３㎞、５㎞、10㎞、1.5㎞（ファミリーの部）
　　　　　　（種目区分を別に設定していますので詳細はお問い合わせください）
日　　程　　7：30～8：30受付（つがる地球村お祭り広場）　8：30～開会式
　　　　　　9：00～各区分ごとにスタート　　　　　　　　 競技終了後、閉 会 式　
表　　彰　　・各種目１位から６位まで賞状及び副賞を授与します（ファミリーの部は除く）
　　　　　　・完走者には完走証、参加者全員に参加賞を授与します
　　　　　　・ファミリーの部には記念写真を授与します（ただし、順位は決めない）
申込締切　　８月31日（火）必着　
申込方法　　① 申込書（市役所・各支所・松の館・小中学校・体育館等に設置）に必要事項を記入し、参加料

を添えて事務局へご持参ください（平日8:30～17:00）。申込書は下記ホームページからも
取得できます

　　　　　　②払込取扱票に必要事項を記入し参加料を添えて郵便局からお申し込みください
　　　　　　③ランテス（http://runnet.jp/）よりお申し込みください
　　　　　　※申し込み手数料はご負担願います
そ の 他　　・豚汁、入浴券を用意します

【申し込み・問い合わせ先】大会事務局 NPO法人つがる市体育協会（稲垣体育館内）電話46-2854
　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://tsugaru-taikyou.jp

●期　日：９月５日（日）
●行き先：西目屋村岩木川支流「湯の沢」川
〈日　程〉
　　８：００　松の館　集合・出発
　　９：４５　「湯ノ沢」川到着
　１０：００　渓流釣り開始
　１２：００　昼食
　１３：００　渓流釣り
　１５：００　現地出発
　１６：００　松の館　到着
※日程は天候などにより変更する場合があります。

●募集人員：小学生（4、5、6年生）20人限定
●参 加 料：1,000円（保険料含む）
●持 参 物： 昼食、飲み物、おやつ、タオル、帽子、虫よ

けスプレー、釣り竿（普通の釣り竿）、えさ（ミ
ミズ）、他各自必要と思われる物

●申込期間：８月13日（金）～20日（金）
●申込方法： 電話で確認後、参加料、印鑑を持参のうえ、

つがる市生涯学習交流センター「松の館」へ
お申し込みください。

渓流釣りには、岩木山自然学校の経験豊富なスタッ
フガイドが随行します。

【申し込み・問い合わせ先】つがる市教育委員会　生涯学習課　電話49-1200

 渓 流 釣 り
子どもたちに岩木山の自然体験を通し、本物の自然と接し自然のす
ばらしさ、厳しさを実体験してもらうことを目的として実施します。

Mr.マサックがおとどけする

穂波小学校

①～③
いずれか
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